
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 有 期 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

（前 略） 

（超過勤務手当、休日給、夜勤手当等） 

第３０条 （略） 

２ 第４７条第１項第２号から第５号までに規定す

る休日（同条第３項により他の日に振替えた場合

は除く。）に勤務することを命ぜられた有期雇用

教職員には、給与規程第２４条に定める教職員の

例に準じて休日給を支給する。この場合（第４７

条第１項第４号及び第５号の場合（同項第５号の

場合にあっては、別表第１の事務補佐員が同号の

休日に勤務することを命ぜられた場合に限る。）

を除く。）において、給与規程第２４条中「１００

分の１３５」とあるのは、「１００分の３５」と

読み替える。 

３ （略） 

４ 第４７条第１項第４号及び第５号に規定する休

日（同条第３項により他の日に振替えた場合を含

み、同項第４号に規定する休日にあってはその日

が同項第１号に該当する場合を除き、同項第５号

に規定する休日にあっては別表第１の事務補佐員

に係るものに限る。）には、その者に支給される

日給に相当する額を支給するものとする。 

５ （略） 

（中 略） 

 （１箇月単位の変形労働時間制） 

第５２条の２ 別表第６の２の有期雇用教職員につ

いては、同表の定めるところにより、１箇月以内

の一定期間を平均し１週間の勤務時間が３８時間

４５分（第４３条第２項の規定の適用を受ける医

員にあっては３１時間）を超えない範囲におい

て、勤務時間、休憩時間及び休日を別に割り振る

ことがある。 

 （中 略） 

 

 

 

 

別表第１～第６ 

別表第６の２    （略） 

別表第７～第１０ 

 

（超過勤務手当、休日給、夜勤手当等） 

第３０条 （同 左） 

２ 第４７条第１項第２号から第４号までに規定す

る休日（同条第３項により他の日に振替えた場合

は除く。）に勤務することを命ぜられた有期雇用

教職員には、給与規程第２４条に定める教職員の

例に準じて休日給を支給する。この場合（第４７

条第１項第４号の場合を除く。）において、給与

規程第２４条中「１００分の１３５」とあるの

は、「１００分の３５」と読み替える。 

 

 

 

３ （同 左） 

４ 第４７条第１項第４号に規定する休日（同条第

３項により他の日に振替えた場合を含み、当該休

日が同項第１号に該当する場合を除く。）には、

その者に支給される日給に相当する額を支給する

ものとする。 

 

 

５ （同 左） 

 

 （１箇月単位の変形労働時間制） 
第５２条の２ （同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

附 則（令和５年達示第５４号） 

 この規則は、令和６年１月１日から施行する。 

 

 

別表第１～第６  （同 左） 

別表第６の２   （別 添） 

別表第７～第１０ （同 左） 

 

  



別表第６の２ 

有期雇用教職員の区分 割り振り 
単位期間 

休日 始業及び終業の時刻 休憩時間 備考 

医学部附属病院総合周

産期母子医療センター

に勤務する医員のう

ち、医学部附属病院長

が指定する者 

４週間 医学部附属

病院長が指

定する８の

１日勤務日 

午前８時３０分から 
午後５時１５分まで 

正午から午後１時まで  

午後４時３０分から 
翌日午前９時まで 

午前１時１５分から 
午前２時１５分まで 

２日分の

日給を支

給する 
医学部附属病院総合周

産期母子医療センター

に勤務する医員のう

ち、医学部附属病院長

が指定する者 

４週間 医学部附属

病院長が指

定する１２

の１日勤務

日 

午前８時３０分から 
午後５時１５分まで 

正午から午後１時まで  

午後４時３０分から 
翌日午前９時まで 

午前１時１５分から 
午前２時１５分まで 

２日分の

日給を支

給する 
医学部附属病院に勤務

する医員（研修医）の

うち、医学部附属病院

長が指定する者 

４週間 医学部附属

病院長が指

定する１２

の１日勤務

日 

午前８時３０分から 
午後５時１５分まで 

正午から午後１時まで  

午後８時３０分から 
翌日午前８時３０分まで 

午後１１時から 
午前３時１５分まで 

 

午前３時１５分から 
午前７時３０分まで 

 

午前１１時４５分から午後

８時３０分まで 
午後４時から午後５時

まで 
 

午後１時１５分から 
午後１０時まで 

午後６時から午後７時

まで 
 

 


